
～ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のご案内～ 

 

 この事業は、ひとり親家庭の親ならびに、ひとり親家庭の子どもが、高等学校卒業程度

認定試験の合格を目標とする場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講

し、修了した場合に受講修了時給付金を支給します。また、受講修了日から起算して 2 年

以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格時給付金を支給します。 

 

１ 支給対象者 

 次のすべての要件を満たす方が対象です。 

（１）２０歳未満の子を扶養している、ひとり親家庭の父または母ならびに、ひとり親家庭の児

童である方 

（２）本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方 

（３）児童扶養手当を受給している方、年金受給や親族との同居のために児童扶養手当は 

受けていないが本人の所得が、児童扶養手当の受給水準と同様であること 

（４）支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などか

ら判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

であること。 

（５）過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を受給したこと

がないこと 

 

２ 対象講座 

高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）とし市長が適当と認めたもの

が対象です。 

 

３ 支給額 

（１）受講開始時給付金 

 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の３０％（上限 7万 5千円、下限 4千円） 

（２）受講修了時給付金 

対象講座の受講のために本人が支払った費用の４０％（上限 10万円、下限 4千円） 

※受講開始時給付金と受講終了時給付金の合計が 10 万円を超える場合、受講開始時給付金

と受講終了時給付金の支給額の合計は 10万円とします。 

（３）合格時給付金 

対象講座の受講のために本人が支払った費用の２０％ 

※受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が１５万円を超える場合、受

講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、１５万円とします。 

※受講料には、補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。 

 

問い合わせ先 

福島市こども家庭課  Tel:024-5７２-７１０６ 

Mail:ko-katei@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

 



◎手続きの流れ

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①養成機関からパンフレットを取り寄せたり、講座を検索

したりして受講する講座を検討します。 

 

 

②事前相談では、資格取得の計画や生活状況、将来の展望な

どを伺い、支給要件を満たしているか確認等を行います。 

 

 

③講座受講前に、速やかに必要書類を揃えてこども家庭課に

指定申請してください。 

 

 

④申請後、指定の可否を決定します。決定後、講座を申込

み受講を開始してください。 

 

 

⑤講座を受講します。修了時には、修了を証明する書類を

養成機関から取得してください。 

 

 

⑥受講開始時給付金の支給申請を行います。 

 

 

⑦受講修了後、給付金の支給申請を行います。 

 

 

⑧毎年、8月と 11月の 2回認定試験が実施されます。 

 

 

⑨認定試験に全科目合格した場合、合格時給付金の申請

を行います。（講座受講修了後 2年以内に合格する必要が

あります。） 

受講講座検討 

事前相談・面談 

指定申請 

審査・指定決定 

受講 

修了時給付金申請 

認定試験受験 

合格時給付金申請 

受講開始時給付金申請 



【申請時必要書類】 

指定申請 

①受講対象講座指定申請書 

②母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本 

（申請の１か月以内に発行されたもの） 

③世帯全員の住民票 

④児童扶養手当又は所得・課税証明書 

⑤受講を希望する講座のパンフレットその他講座の内容が分かるもの 

⑥その他市長が必要と認める書類 

 

受講開始時給付金 

①給付金支給申請書 

②母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本 

（申請の１か月以内に発行されたもの） 

③世帯全員の住民票 

④児童扶養手当又は所得・課税証明書 

⑤受講対象講座指定通知書 

⑥受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書  

⑦その他市長が必要と認める書類 

 

受講修了時給付金 

①給付金支給申請書 

②母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本 

（申請の１か月以内に発行されたもの） 

③世帯全員の住民票 

④児童扶養手当又は所得・課税証明書 

⑤受講対象講座指定通知書 

⑥受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定す

る受講修了証明書 

⑦受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書  

⑧その他市長が必要と認める書類 

 

合格時給付金 

①給付金支給申請書 

②母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本 

（申請の１か月以内に発行されたもの） 

③世帯全員の住民票 

④児童扶養手当又は所得・課税証明書 

⑤受講対象講座指定通知書 

⑥受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書  

⑦文部科学省が発行する合格証書の写し 

⑧その他市長が必要と認める書類  


